
平成２９年度消費生活の安定及び向上に向けた県民提案事業

大学生から賢い消費者になるために学ぼう！

リーダー養成研修会
参 加 費

無料

≪研修会のポイント≫
・大学生に特化した消費者トラブルの実態を知り、解決方法等を学べる！
・大学生活（日常生活）をトラブルなく過ごすための知識を得られる！！
・全て出席した際には、リーダー認定証（受講証明書）がもらえる！！！

第１回 研修会

第２回 研修会

日時：平成２９年９月３０日（土）
１３時～１６時

場所：淑徳大学千葉キャンパスラーニングコモンズ
内容：若者をめぐる消費者トラブルの実態と対策
講師：中島 順隆 氏（弁護士）（千葉県弁護士会所属）

定員：３０名

社会に羽ばたく前に、消費生活に
関するトラブルに触れ、その解決方法等を学びます！

日時：平成２９年１０月２１日（土）
１３時～１６時

場所：淑徳大学千葉キャンパス１５号館３０３教室
内容：消費者行政の仕組みと消費者被害救済の手段
講師：日野 勝吾 氏（淑徳大学准教授、元消費者庁職

員、元国民生活センター職員）
定員：３０名

♪詳細は裏面をご覧ください♪

【問い合わせ先】
淑徳大学コミュニティ政策学部
消費者法研究室（日野勝吾）
電話（０４３）２６５－７３３１
メール hino@soc.shukutoku.ac.jp


